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第

二

十

四

号

議

案

 

  

江

戸

川

区

介

護

保

険

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

  

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

  

令

和

六

年

二

月

十

五

日

 

  

提

出

者
 

 

江

戸

川

区

長

 

斉

 
 

藤

 
 

 
 

猛

 

   
 



第２４号議案 

- 2 - 

 

江

戸

川

区

介

護

保

険

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

江

戸

川

区

介

護

保

険

条

例

（

平

成

十

二

年

三

月

江

戸

川

区

条

例

第

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

四

条

第

一

項

中

「

令

和

三

年

度

か

ら

令

和

五

年

度

ま

で

」

を

「

令

和

六

年

度

か

ら

令

和

八

年

度

ま

で

」

に

改

め

、

同

項

第

一

号

中

「

三

万

五

千

四

百

円

」

を

「

三

万

三

千

三

百

円

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

五

万

三

千

百

円

」

を

「

五

万

百

四

十

円

」

に

改

め

、

同

項

第

三

号

中

「

五

万

三

千

百

円

」

を

「

五

万

五

百

円

」

に

改

め

、

同

項

第

四

号

中

「

六

万

三

千

七

百

二

十

円

」

を

「

六

万

五

千

八

百

八

十

円

」

に

改

め

、

同

項

第

五

号

中

「

七

万

八

百

円

」

を

「

七

万

三

千

二

百

円

」

に

改

め

、

同

項

第

六

号

中

「

八

万

四

千

九

百

六

十

円

」

を

「

八

万

七

千

八

百

四

十

円

」

に

改

め

、

同

号

ロ

中

「

又

は

第

十

五

号

ロ

」

を

「

、

第

十

五

号

ロ

、

第

十

六

号

ロ

、

第

十

七

号

ロ

又

は

第

十

八

号

ロ

」

に

改

め

、

同

項

第

七

号

中

「

九

万

二

千

四

十

円

」

を

「

九

万

五

千

百

六

十

円

」

に

改

め

、

同

号

ロ

中

「

又

は

第

十

五

号

ロ

」

を

「

、

第

十

五

号

ロ

、

第

十

六

号

ロ

、

第

十

七

号

ロ

又

は

第

十

八

号

ロ

」

に

改

め

、

同

項

第

八

号

中

「

十

万

六

千

二

百

円

」

を

「

十

万

九

千

八

百

円

」

に

改

め

、

同

号

ロ

中

「

又

は

第

十

五

号

ロ

」

を

「

、

第

十

五

号

ロ

、

第

十

六

号

ロ

、

第

十

七

号

ロ

又

は

第

十

八

号

ロ

」

に

改

め

、

同

項

第

九

号

中

「

十

二

万

三

百

六

十

円

」

を

「

十

二

万

四

千

四

百

四

十

円

」

に

改

め

、

同

号

イ

中

「

四

百

万

円

」

を

「

四

百

二

十

万

円

」

に

改

め

、

同

号

ロ

中

「

又

は

第

十

五

号

ロ

」

を

「

、

第

十

五

号

ロ

、

第

十

六

号

ロ

、

第

十

七

号

ロ

又

は

第

十

八

号

ロ

」

に

改

め

、

同

項

第

十

号

中

「

十

三

万

八

千

六

十

円

」

を

「

十

三

万

九

千

八

十

円

」

に

改

め

、

同

号

イ

中

「

五

百

万

円

」

を

「

五

百

二

十

万

円

」

に

改

め

、

同

号

ロ

中

「

又

は

第

十
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五

号

ロ

」

を

「

、

第

十

五

号

ロ

、

第

十

六

号

ロ

、

第

十

七

号

ロ

又

は

第

十

八

号

ロ

」

に

改

め

、

同

項

第

十

一

号

中

「

十

五

万

五

千

七

百

六

十

円

」

を

「

十

五

万

三

千

七

百

二

十

円

」

に

改

め

、

同

号

イ

中

「

七

百

万

円

」

を

「

六

百

二

十

万

円

」

に

改

め

、

同

号

ロ

中

「

又

は

第

十

五

号

ロ

」

を

「

、

第

十

五

号

ロ

、

第

十

六

号

ロ

、

第

十

七

号

ロ

又

は

第

十

八

号

ロ

」

に

改

め

、

同

項

第

十

二

号

中

「

十

七

万

三

千

四

百

六

十

円

」

を

「

十

六

万

八

千

三

百

六

十

円

」

に

改

め

、

同

号

イ

中

「

九

百

万

円

」

を

「

七

百

二

十

万

円

」

に

改

め

、

同

号

ロ

中

「

又

は

第

十

五

号

ロ

」

を

「

、

第

十

五

号

ロ

、

第

十

六

号

ロ

、

第

十

七

号

ロ

又

は

第

十

八

号

ロ

」

に

改

め

、

同

項

第

十

三

号

中

「

十

九

万

千

百

六

十

円

」

を

「

十

七

万

五

千

六

百

八

十

円

」

に

改

め

、

同

号

イ

中

「

千

二

百

万

円

」

を

「

八

百

十

万

円

」

に

改

め

、

同

号

ロ

中

「

又

は

第

十

五

号

ロ

」

を

「

、

第

十

五

号

ロ

、

第

十

六

号

ロ

、

第

十

七

号

ロ

又

は

第

十

八

号

ロ

」

に

改

め

、

同

項

第

十

四

号

中

「

二

十

一

万

二

千

四

百

円

」

を

「

十

九

万

七

千

六

百

四

十

円

」

に

改

め

、

同

号

イ

中

「

二

千

万

円

」

を

「

九

百

万

円

」

に

改

め

、

同

号

ロ

中

「

又

は

次

号

ロ

」

を

「

、

次

号

ロ

、

第

十

六

号

ロ

、

第

十

七

号

ロ

又

は

第

十

八

号

ロ

」

に

改

め

、

同

項

第

十

五

号

中

「

二

十

三

万

三

千

六

百

四

十

円

」

を

「

二

十

一

万

二

千

二

百

八

十

円

」

に

改

め

、

同

号

イ

中

「

三

千

万

円

」

を

「

一

千

万

円

」

に

改

め

、

同

号

ロ

中

「

部

分

を

除

く

。

）

」

の

下

に

「

、

次

号

ロ

、

第

十

七

号

ロ

又

は

第

十

八

号

ロ

」

を

加

え

、

同

項

第

十

六

号

中

「

二

十

五

万

四

千

八

百

八

十

円

」

を

「

三

十

二

万

二

千

八

十

円

」

に

改

め

、

同

号

を

同

項

第

十

九

号

と

し

、

同

項

第

十

五

号

の

次

に

次

の

三

号

を

加

え

る

。

 

十

六

 

次

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

者

 

二

十

三

万

四

千

二

百

四

十

円

 

イ

 

合

計

所

得

金

額

が

二

千

万

円

未

満

で

あ

り

、

か

つ

、

前

各

号

の

い

ず

れ

に

も

該

当

し
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な

い

者

 

ロ

 

要

保

護

者

で

あ

っ

て

、

そ

の

者

が

課

さ

れ

る

保

険

料

額

に

つ

い

て

こ

の

号

に

定

め

る

保

険

料

の

額

を

課

さ

れ

た

な

ら

ば

保

護

を

必

要

と

し

な

い

状

態

と

な

る

も

の

（

令

第

三

十

九

条

第

一

項

第

一

号

イ

（

⑴

に

係

る

部

分

を

除

く

。

）

、

次

号

ロ

又

は

第

十

八

号

ロ

に

該

当

す

る

者

を

除

く

。

）

 

十

七

 

次

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

者

 

二

十

六

万

三

千

五

百

二

十

円

 

イ

 

合

計

所

得

金

額

が

三

千

万

円

未

満

で

あ

り

、

か

つ

、

前

各

号

の

い

ず

れ

に

も

該

当

し

な

い

者

 

ロ

 

要

保

護

者

で

あ

っ

て

、

そ

の

者

が

課

さ

れ

る

保

険

料

額

に

つ

い

て

こ

の

号

に

定

め

る

保

険

料

の

額

を

課

さ

れ

た

な

ら

ば

保

護

を

必

要

と

し

な

い

状

態

と

な

る

も

の

（

令

第

三

十

九

条

第

一

項

第

一

号

イ

（

⑴

に

係

る

部

分

を

除

く

。

）

又

は

次

号

ロ

に

該

当

す

る

者

を

除

く

。

）

 

十

八

 

次

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

者
 

二

十

九

万

二

千

八

百

円

 

イ

 

合

計

所

得

金

額

が

五

千

万

円

未

満

で

あ

り

、

か

つ

、

前

各

号

の

い

ず

れ

に

も

該

当

し

な

い

者

 

ロ

 

要

保

護

者

で

あ

っ

て

、

そ

の

者

が

課

さ

れ

る

保

険

料

額

に

つ

い

て

こ

の

号

に

定

め

る

保

険

料

の

額

を

課

さ

れ

た

な

ら

ば

保

護

を

必

要

と

し

な

い

状

態

と

な

る

も

の

（

令

第

三

十

九

条

第

一

項

第

一

号

イ

（

⑴

に

係

る

部

分

を

除

く

。

）

に

該

当

す

る

者

を

除

く

。

）

 

第

四

条

第

二

項

中

「

令

和

三

年

度

か

ら

令

和

五

年

度

ま

で

」

を

「

令

和

六

年

度

か

ら

令

和

八
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年

度

ま

で

」

に

、

「

二

万

千

二

百

四

十

円

」

を

「

二

万

八

百

八

十

円

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

令

和

三

年

度

か

ら

令

和

五

年

度

ま

で

」

を

「

令

和

六

年

度

か

ら

令

和

八

年

度

ま

で

」

に

、

「

二

万

千

二

百

四

十

円

」

を

「

二

万

八

百

八

十

円

」

に

、

「

三

万

五

千

四

百

円

」

を

「

三

万

五

千

五

百

二

十

円

」

に

改

め

、

同

条

第

四

項

中

「

令

和

三

年

度

か

ら

令

和

五

年

度

ま

で

」

を

「

令

和

六

年

度

か

ら

令

和

八

年

度

ま

で

」

に

、

「

二

万

千

二

百

四

十

円

」

を

「

二

万

八

百

八

十

円

」

に

、

「

四

万

九

千

五

百

六

十

円

」

を

「

五

万

百

六

十

円

」

に

改

め

る

。

 

第

六

条

第

三

項

中

「

若

し

く

は

第

十

五

号

ロ

」

を

「

、

第

十

五

号

ロ

、

第

十

六

号

ロ

、

第

十

七

号

ロ

若

し

く

は

第

十

八

号

ロ

」

に

、

「

第

十

五

号

ま

で

」

を

「

第

十

八

号

ま

で

」

に

改

め

る

。

 

第

十

二

条

第

一

項

第

一

号

及

び

第

十

三

条

第

一

項

第

一

号

中

「

又

は

そ

の

他

の

」

を

「

そ

の

他

の

」

に

改

め

る

。

 

第

十

四

条

中

「

並

び

に

」

を

「

及

び

」

に

改

め

る

。

 

 

付

 

則

 

（

施

行

期

日

）

 

１

 

こ

の

条

例

は

、

令

和

六

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

（

経

過

措

置

）

 

２

 

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

第

四

条

の

規

定

は

、

令

和

六

年

度

分

の

保

険

料

率

か

ら

適

用

し

、

令

和

五

年

度

以

前

の

年

度

分

の

保

険

料

率

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。
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（

説

明

）

 

令

和

六

年

度

か

ら

令

和

八

年

度

ま

で

の

各

年

度

に

お

け

る

保

険

料

率

を

定

め

る

と

と

も

に

、

保

険

料

所

得

段

階

区

分

を

新

設

す

る

ほ

か

、

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。
 


